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（1）基本的な考え方
当社は、企業価値・株主共同の利益を維持・拡大させる

ために、株主の皆さまから負託された経営責任を重く受け
止め、経営組織とその運用のあり方の適正化に努め、株主
の皆さまはもとより、従業員、顧客、取引先、債権者、地
域社会をはじめとする、さまざまなステークホルダーに対
して一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現するこ
とを最重要事項としています。

（2）コーポレート・ガバナンス体制
当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコー

ポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機
能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに
分離し、前者を独立性の高い社外取締役が 3 名かつ 3 分の
1 以上の比率を占める取締役会（8 名・任期 2 年）に、後
者を執行役員会議にそれぞれ配分しています。

　また、監査役会を設置しており、監査役が取締役会その
他の社内の重要会議などに積極的に参加することで把握し
た取締役および執行役員等の職務執行状況全般について、
厳正中立な監査を行っています。監査役会は常勤監査役１
名と非常勤監査役２名（社外監査役）により構成しています。
　社外取締役および社外監査役は、株式会社東京証券取引
所（以下、東京証券取引所）の定める独立性の要件および
当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、
いずれも当社からの独立性を有しています。
　また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じて
内部管理体制の強化にも努めています。具体的には、内部
統制基本方針や法令等遵守行動基準などに基づいた健全な
企業活動を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っ
ています。
　これらの取り組みにより株主の皆さまをはじめとする、
さまざまなステークホルダーとの信頼関係をより一層強固
なものにし、企業価値の継続的な向上を目指していきます。

監査

監査

監査

報告

選任・解任 選任・解任

諮問

答申

コーポレート・ガバナンス体制図

報酬諮問委員会 取締役会 監査役・監査役会

各事業部門、管理部門、子会社

会計監査人リスク管理委員会

株 主 総 会

代表取締役
代表執行役員

執行役員会議

社長

選任・解任

内部監査

報告

管
理

推
進

報告
報告 選定・解職

監督

報告

社長室内部監査課

報告

報告

指示・監督

指示・監督

連携

サステナビリティ推進委員会

連携

連携

報告

 Ⅴ  経営管理体制

1. コーボレート・ガバナンス

サステナビリティの取り組み




